
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両側が壁で上部に開口を有する道路又は鉄道における交通騒音の低減構造であって、道
路又は鉄道の延長方向に垂直な断面をみたとき、開口部に水平な下向きの吸音表面を有す
る複数の吸音板が互いに間隔をおいて設置され、

ことを特
徴とする上方へ放射される交通騒音の低減構造。
【請求項２】
　 吸音板が上下に複数段設置され

ていることを特徴とする請求項６に記載された上方に放射され
る交通騒音の低減構造。
【請求項３】
　両側が壁で上部に開口を有する道路又は鉄道における交通騒音の低減構造であって、開
口部に水平な下向きの吸音表面を有する複数の吸音板が互いに間隔をおき、かつ上下に複
数段設置され、

こ
とを特徴とする上方へ放射される交通騒音の低減構造。
【請求項４】
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前記吸音板の広面の１つが前記吸音表面
となり、かつ両側面も吸音表面となっていて、前記吸音板が吸音材と該吸音材を取り囲む
枠体からなり、前記枠体の孔のない裏面板が前記吸音材の裏面側を遮蔽している

前記 、前記吸音板の鉛直方向の投影がほぼ接するか又は
一部重なり合うようにされ

前記吸音板の鉛直方向の投影がほぼ接するか又は一部重なり合うようにさ
れ、前記吸音板の広面の１つが前記吸音表面となり、前記吸音板が吸音材と該吸音材を取
り囲む枠体からなり、前記枠体の孔のない裏面板が前記吸音材の裏面側を遮蔽している



　

【請求項５】
　 吸音板が道路又は鉄道の延長方向に沿って設置されていることを特徴とする

のいずれかに記載された上方に放射される交通騒音の低減構造。
【請求項６】
　 の表面が太陽光を反射する材質又は色であることを特徴とする

のいずれかに記載された交通騒音の 。
【請求項７】
　 が平面又は上に凸の形状をもつことを特徴とする のいず
れかに記載された交通騒音の 。
【請求項８】
　 の内側に制振材を貼り付けるか、 自体を制振性を有する板材で
構成 ことを特徴とする のいずれかに記載された交通騒音の 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、両側が壁で上部に開口を有する道路又は鉄道における交通騒音の低減構造に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
　高速道路や鉄道の騒音防止のために、道路あるいは線路の両側に直形の防音壁又は上端
がしのび返し形構造である防音壁を設置する方法、さらには半地下式の堀割構造として堀
割内面に吸音板を設置する方法、あるいは両側の壁と天井部とで覆い囲む方法などが採ら
れてきている。
【０００３】
　上部に天井あるいは覆いを設けたトンネル型の道路は、防音性能は高いが、 排気
ガスが充満するために排気設備を必要とする、 照明設備を必要とする、といった問
題点があった。これらの問題点を解決する方法として、例えば特公昭５４－１８４９２号
公報には、車道を取り囲むようにトンネル状の防音壁を設け、その防音壁に外部が見える
程度の間隔の間隙構造（開口部）を設けることが記載されている。この方法によれば、排
気及び照明の問題はほぼ解決できるが、防音壁に設けた開口部から音がそのまま抜け出て
道路側方を含む周囲に放射されるので、防音効果という面からは不十分である。
【０００４】
　一方、特開昭４９－１７０２６号公報には、堀割構造の道路の上方開口部に１又は複数
の帯状の吸音板を道路の延長方向に沿って鉛直に設置することが記載されている。同公報
によれば、吸音板に衝突した音が消滅又は減衰するため、道路上で発生した音のうち水平
方向成分が減少し、道路沿いの家屋等に伝わる騒音を軽減できる。
　また、特開昭５５－１１１７０５号公報には、両側に防音壁を設けるか又は堀割構造と
した道路の上方開口部に、吸音材等からなる上下方向に開放した多数の筒型セルの集合体
を設置することが記載されている。同公報によれば、垂直又はそれに近い角度の指向性を
持つ音はそのまま筒型セルを抜け出るが、それ以外の音は筒型セルの内壁に衝突し、ある
いは衝突を繰り返して減衰するため、上方開口部から放射される音は道路側方への指向性
が小さくなり、道路側方での騒音を軽減できる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、近年、堀割形道路の近傍に高層ビルディングが建設され、上部階で交通騒音
が問題となる場合がある。この場合の交通騒音の堀割道路周辺の音圧分布状態を、公知の
境界要素法を用い数値解析によりシミュレーションした（参考；日本機械学会論文集 (C編
)60巻 453号 (昭和 59年 5月 )P.848-856）。図２６（ａ）に示す堀割道路において、Ｓに音源
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前記吸音板の両側面も吸音表面となっていることを特徴とする請求項３に記載された上
方へ放射される交通騒音の低減構造。

前記 請求項
１～４

前記枠体の裏面板 請求項
１～５ 低減構造

前記枠体の裏面板 請求項１～５
低減構造

前記枠体の裏面板 裏面板
した 請求項１～５ 低減構造

（１）
（２）



を配置したときの堀割道路内及び地表の幅８０ｍ高さ４０ｍの範囲内で観測される音場の
シミュレーション結果を図２６（ｂ）に示す。なお、この解析対象の堀割道路は、全幅Ｗ
1：２０．５ｍ、天井までの高さＨ 1：７．０ｍ、開口部の幅Ｗ 2：９．５ｍ、既設吸音板
の高さｈ 1：４ｍ、天井から地表までの高さＨ 2：２．５ｍ、ブロック塀の高さＨ 3：１．
８ｍとし、音源の周波数は１０００Ｈｚとした。このシミュレーション結果をみると、上
方ほど音波が道路側方へ放射されるという広範な広がり角度を有する音場であることが分
かった。
【０００６】
　この音波の広がりを抑制する方法として、図２７に示すように、堀割道路の開口部に両
面を吸音表面とした複数列の吸音板（高さｈ 2：２．７ｍ、幅ｔ 2：０、２ｍ、吸音表面全
長：４３．２ｍ）を道路の延長方向に沿って鉛直に設置すると（ａ）、特開昭４９－１７
０２６号公報又は特開昭５５－１１１７０５号公報に記載されたと同様に、水平方向成分
を持つ音が吸音板に衝突し、あるいは衝突を繰り返して減衰するため、開口部から吸音板
を通って放射される音の側方への指向性を弱め道路側方への広がりを抑えることが可能と
なる（ｂ）。しかし、十分な減衰効果を実現するためには、前記のように相当な鉛直方向
長さを持つ吸音板を多数列並べる必要があり、経済性に問題が生じる。
【０００７】
　本発明は、従来技術の上記問題点に鑑みてなされたもので、両側が壁で上部に開口を有
する道路又は鉄道において、開口部から上方に放射される交通騒音を低減し、経済的であ
り、かつ自然の換気や採光を大きく阻害しない交通騒音の低減構造を得ることを目的とす
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明では、両側が壁で上部に開口を有する道路又は鉄道において上方に放射される交
通騒音を効率的に低減するため、吸音板の吸音表面が鉛直方向を向くように設置するので
はなく、複数の吸音板の なるように設置するとともに、隣接する吸音板
同士が互いに間隔をおくように設置する。
　これにより、交通騒音源から上方へ放射される直接音が吸音面に衝突する面積、つまり
有効吸音面積を広く取ることができ、効率よく吸音される。また、隣接する吸音板の間に
隙間があることから、自然の換気及び採光が確保される。
【０００９】
　具体的には、本発明の低減構造は、 道路又は鉄道の延長方向に垂直な断面をみた
とき、開口部に水平な下向きの吸音表面を有する複数の吸音板が互いに間隔をおいて設置
され

、というものである。あるいは、 開口部に水
平な下向きの吸音表面を有する複数の吸音板が互いに間隔をおき、かつ上下に複数段設置
され

、というも
のである。
【００１０】
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吸音表面が水平に

（１）

、前記吸音板の広面の１つが前記吸音表面となり、かつ両側面も吸音表面となってい
て、前記吸音板が吸音材と該吸音材を取り囲む枠体からなり、前記枠体の孔のない裏面板
が前記吸音材の裏面側を遮蔽している （２）

、前記吸音板の鉛直方向の投影がほぼ接するか又は一部重なり合うようにされ、前記
吸音板の広面の１つが前記吸音表面となり、前記吸音板が吸音材と該吸音材を取り囲む枠
体からなり、前記枠体の孔のない裏面板が前記吸音材の裏面側を遮蔽している

この低減構造では、吸音板の広面が吸音表面とされ、該吸音表面が下向きに水平になる
ように設置されている。このため直接波に対する吸音面積が大きい。両側面を吸音表面と
したときはさらに吸音面積が大きくなる。
　この低減構造では、複数の吸音板は互いに間隔をおいて設置されている。このため自然
換気と採光を確保できるが、反面、その隙間から直接音や反射音が上方に放射される。し
かし、複数の吸音板を上下に複数段に設置し、その鉛直方向の投影がほぼ接するか又は一
部重なり合うようにすることで、上段の吸音板がそれを吸収し効率的に音を減衰させるこ
とができる。



【００１１】
　前記低減構造では、開口部を覆う吸音板の水平方向の間隔を狭くしたり、吸音板を多段
に設置した場合などは、その分、下方の路上空間への光が遮られる。この採光性の低下を
補うため、必要に応じて、吸音板の裏面側の表面を太陽光を反射するような材質にする（
例えば、吸音材の裏面を覆う裏面板をアルミ製とする）ことができる。吸音表面について
も同様とし（例えば、吸音材の前面に配置した多孔板をアルミ製とする）、吸音板の両側
面についても適宜太陽光を反射する材質とすることができる。 吸音表面を有する複
数の吸音板が 設置されている場合、下位の裏面側表面と上位の吸音表面との
間で太陽光が散乱し、下方の路上空間へ光が導かれやすくなる。太陽光を反射、散乱させ
る裏面側表面の形状としては、例えば平面又は上に凸の形状が考えられる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
　以下、図１～図２５を参照して、本発明に係る交通騒音の低減構造の具体例
をいくつか説明する。
　図１に示す構造は、堀割道路の開口部に、傾斜した吸音表面を有する複数の吸音板を、
道路の延長方向に沿って、かつ水平方向に互いに同じ間隔ａをおいて設置したものであり
、特に道路左側での騒音の低減を重視したもので、道路左側へ向かう音に対する吸音面積
が広くなっている。この場合、少なくとも下向きの広面１が吸音表面となっていればよい
が、より高い騒音低減性能を求めるのであれば、一部又は全部の吸音板の上向きの広面２
及び下向きの狭面３も吸音表面とするとよい。
　なお、この例では、各吸音板の鉛直方向の投影をみると間隔ｂが空いているが、騒音低
減性能を重視するのであれば、より多数の吸音板を密に設置したり、各吸音板の広面の幅
を大きくして間隔ｂを狭め、あるいは鉛直方向の投影がほぼ接するか（ｂ＝０）又は一部
重なり合うようにしてもよい。その場合でも、各吸音板が水平方向に間隔をおいて設置さ
れているので、自然換気及び採光が確保される。
【００１３】
　図２に示す構造は、図１の構造のように吸音板を同方向に傾斜させて配置するのではな
く、左右対象に傾斜して配置したもので、道路の左右両側へ向かう騒音を同じように低減
する効果がある。
　図３に示す構造は、傾斜の向きが逆にされた吸音板が上下２段に設置され、各段の吸音
板は水平方向に互いに間隔をおき、上下の段でみると吸音板は千鳥配置となり、鉛直方向
の投影が一部重なり合うようにされている。この構造は、騒音源からの直接音が開口部を
抜け出るのを遮っている。
　図４に示す構造は、断面くの字形の複数の吸音板を水平方向に互いに間隔をおいて設置
したもの、図５に示す構造は、同形状の吸音板を水平方向に互いに間隔をおき、かつ各吸
音板の鉛直方向の投影がほぼ接するように設置されたもの、図６に示す構造は、くの字が
上下に２つ連なった形状の吸音板を水平方向に互いに間隔をおいて設置したものである。
いずれも吸音面積を広く取ることができ、外部への騒音を減衰させる効果が高い。
【００１４】
　図７に示す構造は、堀割道路の開口部に、道路の延長方向に沿って、水平な下向きの吸
音表面４を有する複数の吸音板を水平方向に同じ間隔ｃをおき、かつ上下２段に設置した
ものである。上下の吸音板は千鳥配置となり、鉛直方向の投影がちょうど接するようにさ
れている。吸音表面４が水平であるため、直接音に対する吸音面積が広い。この場合、上
下の吸音板の少なくとも下向きの広面４が吸音表面となっていればよいが、より高い騒音
低減性能を求めるのであれば、下段の吸音板はその一部又は全部で上向きの広面５及び左
右の狭面６、７も吸音表面とし、上段の吸音板はその一部又は全部で左右の狭面６、７も
吸音表面とするとよい。
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　また、この低減構造では、吸音板を道路又は鉄道の延長方向に沿って設置することがで
きる。この場合、側方への騒音低減効果が大きく、しかも延長方向に沿った全域で均等な
騒音低減効果が得られる。

水平な
上下に複数段

及び参考例



　図８に示す構造は、各段の吸音板の水平方向の間隔を狭めたもので、鉛直方向の投影が
重なるようにされ、騒音源からの直接音が開口部を抜け出るのを遮っているため、騒音低
減性能が高い。
【００１５】
　図９に示す構造は、傾斜した下向きの吸音表面を有する吸音板と水平な下向きの吸音表
面を有する吸音板が２段に設置され、それぞれの段では各吸音板は水平方向に間隔をおい
て設置されている。図３に示す構造とほぼ同等といえるが、それより設置面積がやや節約
できる。
　図１０に示す構造は、両面が吸音表面とされそれが鉛直方向に向く吸音板と水平な下向
きの吸音表面を有する吸音板が２段に設置されたものである。下段の吸音板により音の斜
め方向成分を吸音し、残った鉛直方向への直進成分を上段の吸音板で効果的に吸収、遮弊
する効果がある。
　図１１に示す構造は、内側が吸音表面とされた一般的な防音壁と傾斜した下向きの吸音
表面を有する吸音板を組み合わせたものである。
　図１２に示す構造は、両面が吸音表面とされそれが鉛直方向に向く吸音板が上下２段に
設置され、各段の吸音板は水平方向に互いに間隔をおき、上下の段でみると吸音板は千鳥
配置となっている。この場合、同じ数の吸音板を１段に密に設置するより、自然換気及び
採光の点で有利となり、上段の吸音板の下端と下段の吸音板の上端の間隔を空けるとさら
にその傾向が強まる。
【００１６】
　図１３に示す吸音板は上記の交通騒音の低減構造に使用される吸音板の一例であり、例
えばアルミ押出形材からなる枠部材１１、表面を保護フィルムに覆われた吸音材１２、例
えばアルミ製のパンチングメタル等からなり吸音材の前面及び両側面を覆う多孔板１３、
枠部材１１の上側の面（裏面の板）の内側に貼り付けられた制振材１４からなる。この吸
音板では、上記枠部材１１及び多孔板１３が吸音材１２を取り囲む中空の枠体を構成する
。枠部材１１の裏面の板には係止部１１ａが形成され、ここに例えばボルトのヘッド等を
嵌入させ、堀割道路等の開口部に吊すことができるようにされている。また、図１４に示
す吸音板も似たような構造を持ち、上側の面（裏面の板）が上に凸の曲面（円弧形）とな
った枠部材２１、吸音材２２、多孔板２３、制振材２４からなる。この吸音板では、上記
枠部材２１及び多孔板２３が吸音材２２を取り囲む中空の枠体を構成する。いずれの吸音
板も下面と両側面の一部が吸音表面であり、堀割道路等の開口部に水平又は傾斜して設置
される。
【００１７】
　これらの吸音板は、枠部材の上側の面（裏面の板）が水平又は上に凸の曲面を有し、こ
れがアルミのような金属であれば太陽光をよく反射し、多孔板もアルミのような金属であ
れば太陽光をよく反射する。従って、図１５に示すように、例えば上下２段にこれらの吸
音板を設置したような場合、下段の吸音板の上側の面で反射された太陽光が上段の吸音板
の吸音表面（多孔板）に反射され、両者の間で太陽光が散乱して下方の路上空間へ光が導
かれやすくなり、採光性の低下を補うことができる。あるいは、吸音板を多段に設置しな
い場合でも、傾斜した（例えば図１参照）又は湾曲した上側の面に太陽光が反射し、下方
の路上空間へ光が導かれる。なお、塗装などで背面の板の色を太陽光をよく反射する色に
してもよい。
　また、枠部材の上側の面（裏面の板）が水平面に対し傾斜又は上に湾曲していると、そ
の面上を水が流れやすいことから降雨時の排水に有利であり、付着した汚れが雨水で除去
されやすいという効果もある。この場合、裏面の板（又は枠部材全体）の表面をフッ素系
樹脂等の親水性塗膜で被覆しておけば、さらに効果的である。なお、上側の面が凸形状を
もつものであれば、例えば図１６（ａ）～（ｃ）のように３角形状、台形状等、平面的な
凸形状をもつものでも、採光、排水等の面で図１４の湾曲形状のものと同様の作用効果を
有する。
　さらに、図１３及び図１４に例示した吸音板のように、裏面の板の内側に制振材を貼り
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付けた場合、その板の振動が抑制され、例えば雨落下により発生する雨音の減音作用が得
られる。この作用は、裏面の板（又は枠部材全体）として、それ自体で制振性を有する板
材、例えば粘弾性を示す制振樹脂を弾性板の間に挟んだサンドイッチ制振板（例；鋼板や
アルミ板でシート状の制振樹脂を挟んだ制振鋼板や制振アルミ板）等を使用しても同様に
得ることができる。
【００２１】
　図１７に、吸音材を取り囲む中空の枠体の一方の広面と他の面を吸音表面とした吸音板
の他の例として、下向きの広面と両側の狭面（側面）を吸音表面とした吸音板を示す。図
１７（ａ）はその基本構造の一例を示すもので、吸音材３２とそれを取り囲む中空矩形の
枠体からなり、この枠体は、吸音材３２の裏面側に配置された板部材３１と、吸音材３２
の前面側及び両側に配置され板部材３１に固定された多孔板３３で構成される。
　なお、図１７（ａ）の吸音板では両側の狭面を吸音表面としたが、図１７（ｂ）のよう
に複数の吸音板を横に接続して使用する場合には、狭面の吸音表面は両端の吸音板にのみ
要求されるから、このような場合、両端の吸音板は広面と使用時に外側になる片面だけを
吸音表面とし、内側の吸音板は広面だけを吸音表面とすればよい。
【００１８】
　先に図１３～１４に示した吸音板と同じであるが、多孔板３３はパンチングメタルやエ
キスパンドメタルなどからなり、アルミのほか、鋼板、ステンレス鋼板などで形成すれば
よい。板部材３１も多孔板３３と同様の素材で形成でき、例えば板材、アルミ押出材など
が利用できる。吸音材３２はグラスウール、ロックウール、不織布等の繊維質吸音材が利
用でき、雨水などからの防水のためポリフッ化ビニルなどのフィルムで被覆してもよい。
なお、繊維質以外の吸音材も利用できる。グラスウールなどの繊維質吸音材を用いる場合
、音源側にかさ密度の小さい吸音材を配し、背後側にかさ密度の大きい吸音材を配して密
度勾配型の積層構造とすることで騒音低減性能を向上させることができ、かさ密度３２ｋ
ｇ／ｍ３ ～４８ｋｇ／ｍ３ の吸音材を用いるのが望ましい。また、吸音材３２の前面及び
背面に空気層３４を設けることでも騒音低減性能を向上せしめることができ、その層厚は
１０～３０ｍｍとするのが望ましい。
【００１９】
　上記吸音板は、のちほど図１８～図１９を参照して具体的に説明するように、少なくと
も吸音材と該吸音材を取り囲む枠体からなり、前記枠体の一方の広面と２つの狭面のうち
少なくとも１面が吸音表面とされた吸音板において、 吸音材が互いに別体の広面吸
音材（広面にのみ面する吸音材）と狭面吸音材（主として狭面に面し、広面にも面する吸
音材）からなり、それぞれ枠体の内側に保持され、各吸音材の吸音表面側（吸音表面を構
成する多孔板に向く側）及び背面側に必要に応じて空気層が設けられている、あるいは

吸音材が一体の吸音材からなり、枠体の内側に保持され、同じく該吸音材の吸音表面
側（吸音表面を構成する多孔板に向く側）及び背面側に必要に応じて空気層が設けられて
いる、ということもできる。
　なお、上記吸音板において、どの吸音表面についても吸音材厚さが十分である、密度勾
配型の積層構造である、空気層と有効に組み合わされるなどの手段により、どの吸音表面
においてもほぼ同等の騒音低減性能を実現することが望ましい。また、騒音低減性能を損
なわないために、吸音材の取付部材や保持部などによって吸音材表面を塞ぐ面積はできる
だけ小さくする、吸音材がフィルムで被覆されている場合は、フィルムの振動を拘束しな
いため、吸音材の取付部材や保持部と吸音材との接触面積をなるべく小さくする、等の工
夫が望まれる。以下説明する図１８、１９の各例はこの要求を満たすために工夫されたも
のである。
【００２０】
　図１８（ａ）に示す吸音板は、板部材４１と多孔板４３からなる枠体と、その枠体に囲
まれた吸音材４２ａ、４２ｂからなり、板部材４１には、吸音板の断面剛性を確保し、吸
音材４２ａを保持するための保持部４１ａが一体的に設けられている。この保持部４１ａ
（及び連結部４１ｂ）は例えばアルミ押出形材などで板部材４１と一体成形してもよく、
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別体で成形したものを一体に組み付けてもよい。広面を吸音するための吸音材４２ａは板
部材４１及び多孔板４３と空気層４４ａを隔てて配置され、狭面を吸音するための吸音材
４２ｂも板部材４１及び多孔板４３と空気層４４ｂを隔てて配置される。このとき吸音材
４２ｂは、騒音低減性能を損なわないように、帯状又はワイヤ状の複数の取付部材４５で
間隔を置いて所々保持し、保持部４１ａにリベットやタッピングネジで固定される。
【００２１】
　図１８（ｂ）に示す吸音板は、板部材５１と多孔板５３からなる枠体と、その枠体に囲
まれた吸音材５２ａ、５２ｂからなり、板部材５１には、吸音板の断面剛性を確保し、か
つ吸音材５２ａを保持する保持部５１ａと吸音材５２ｂを保持する保持部５１ｃが一体的
に設けられている。この板部材５１でも、保持部５１ａ（及び連結部５１ｂ）及び保持部
５１ｃをアルミ押出形材などで一体成形することができる。吸音材５２ａは板部材５１及
び多孔板５３と空気層５４ａを隔てて配置され、吸音材５２ｂは多孔板５３との間に空気
層５４ｂを隔てて配置され、かつその背面（保持部５１ａの側）にも空気層５４ｂが設け
られる。
【００２２】
　図１９（ａ）に示す吸音板は、板部材６１と多孔板６３からなる枠体と、その枠体に囲
まれた吸音材６２ａ、６２ｂからなり、板部材６１は図１８（ａ）と基本的に同一で保持
部６１ａが一体的に設けられている。吸音材６２ｂは断面半円筒形をなし、円弧部が狭面
を向いて多孔板６３に支持され、平面部が保持部６１ａ（及び連結部６１ｂ）に支持され
るので、別途取付部材や保持部を必要とすることなく、空気層６４ｂを確保し枠体内に保
持することができる。
　図１９（ｂ）に示す吸音板は、狭面吸音のための新たな吸音材を配することなく、一体
の吸音材７２のみとしたものである。板部材７１と多孔板７３が枠体を構成し、板部材７
１には保持部７１ａが一体的に設けられ、一方、保持部７１ｂは別体であり、例えばこの
吸音板の両端（紙面に垂直方向）で支持され、吸音材７２はこの保持部７１ａ、７１ｂに
より空気層７４ａを隔てて枠体内に配置される。なお、保持部７１ａ、７１ｂは吸音材７
２の端部（図でいえば吸音材の左端）に設置されてもよい。
【００２３】
　続いて、図２０～図２２に、吸音板の吸音表面が鉛直方向を向くように設置した場合と
、水平方向に向くように設置した場合の騒音の減衰効果の比較を、数値シミュレーション
で行った結果を示す。ここで、図２０では高さｈ 3：０．３ｍ、幅ｔ 3：０．２ｍ、両側面
及び下面を吸音表面とした吸音板を等間隔で設置したものとし、図２１では高さｈ 4：０
．９ｍ、幅ｔ 4：０．２ｍ、両側面を吸音表面としたものとし、図２２では幅ｈ 5：１．５
ｍ、厚みｔ 5：０．１ｍ、下面のみ吸音表面とした吸音板を水平方向に１ｍの間隔をおき
、上下２段に千鳥配置したものとし、その他の条件は図２６及び図２７と同じとした。
【００２４】
　図２０～図２２の例では、断面における吸音表面の長さはそれぞれ１２．８ｍ、１４．
４ｍ、１４．５ｍと、ほぼ同じくらいであったが、開口部から放射される音波の広がり（
音圧分布状態）をみると、本発明に係る図２２の例が圧倒的に優れている。また、シミュ
レーション結果による道路両側２５ｍ地点における平均減音量（高さ０．２ｍ～４０．２
ｍ間の４１点での平均減音量）は、左２５ｍ地点ではそれぞれ９．０ｄＢ、８．４ｄＢ、
１４．７ｄＢ、右２５ｍ地点ではそれぞれ８．４ｄＢ、６．５ｄＢ、１４．８ｄＢであり
、本発明に係る図２２の効果量が他を上回っている。
　このシミュレーション結果によれば、同じ吸音表面積あるいは同じ体積をもつ吸音板で
あっても、本発明の構造の方が優れた効果を奏することが分かる。
【００２５】
　次に、吸音板を水平方向に互いに間隔を置いて設置した場合について、吸音板の下向き
に水平に向いた広面のみを吸音表面としたときと、さらに他の面を吸音表面としたときの
騒音の低減効果を、これまでと同じく公知の境界要素法による数値シミュレーションによ
って調べた。
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　解析対称の掘割道路の構造は、図２３（ａ）に示すように図２６の構造と同じとした（
ただし、Ｈ３ ：１ｍ）。また、開口部に配置する吸音板の断面サイズは図２２と同じとし
、それぞれの水平方向の間隔ｄは０．５ｍとし、吸音表面の吸音性能としては、建設省で
規定された斜入射吸音率で０．８８の性能を有する１面吸音（水平下向きの広面のみが吸
音表面）又は３面吸音（水平下向きの広面と鉛直の両狭面が吸音表面）とし、これを図２
３（ｂ）に示すように上下２段に配置するものとした。そして、上下２段に配置した吸音
板の吸音板上端同士の距離（上下段間隔）ｃが０．３ｍの場合と１．０ｍの場合に関して
、１面吸音の吸音板を配置した場合と３面吸音の吸音板を配置した場合の２種類の場合の
騒音低減効果の差異について検討した。
【００２６】
　図２３（ａ）、（ｂ）に示すように、掘割道路内のＳ１、Ｓ２を音源としたときの周囲
における音の大きさを求め、掘割道路断面形状がほぼ左右対称であることを利用して、掘
割内部の４車線を自動車が走行した場合に掘割内部の道路中心から２５ｍ地点における地
上高さ０．２ｍ～４０．２ｍの範囲の騒音レベルを各場合について算出し、開口部の対策
がない場合と比較したときの騒音低減効果を求めた。その結果を図２３（ｃ）に示す。
　図２３（ｃ）には、上下段間隔ｃが１．０ｍの場合においても、０．３ｍの場合におい
ても、３面吸音板を使用した場合には、１面吸音板の場合に比べて３ｄＢ程度、騒音低減
効果が増大することが示されている。なお、３面吸音の場合は１面吸音の場合に比べて吸
音表面積は１．１３倍 {(1.5× 10＋ 0.1× 20)／ (1.5× 10)}となり、単純に計算すれば吸音
力の増加分としては＋ 0.5ｄＢ (10log１ ０ 1.13)しか見込めないはずであるが、実際には＋
３ｄＢ程度の大きな騒音低減効果のアップが実現されることが示されている。このように
吸音表面積増加分以上の効果が得られるのは、この吸音板配置では複数の吸音板が間隔を
開けて配置され、その隙間を通過する音波が、面積は小さくても隙間に面する部分を吸音
表面とすることにより効率よく吸音されるためである。
【００２７】
　上記のように、この吸音板配置において、３面吸音の場合は１面吸音と比較して騒音低
減効果は３ｄＢ程度増大することが明らかになった。しかし、この騒音低減効果は吸音板
の間隔ｄによって変化することが考えられる。そこで、次は間隔ｄを変えたときの騒音低
減効果の差異を検討するため、堀割道路から外部に放射される騒音のエネルギーを評価す
ることとし、道路進行方向に並行な断面について以下のような検討を行った。解析対称の
掘割道路の構造は、図２３（ａ）と同じとし、開口部に配置する吸音板の断面サイズは図
２３（ｂ）と同じとし、この吸音板を道路進行方向に垂直に上下２段（上下段間隔：１ｍ
）に配置するものとし、また吸音表面の吸音性能としては、建設省で規定された斜入射吸
音率で０．８８の性能を有する１面吸音（水平下向きの広面のみが吸音表面）又は３面吸
音（水平下向きの広面と鉛直の両狭面が吸音表面）とした。そして、吸音板同士の水平方
向の間隔が０．５ｍの場合と１．０ｍの場合に関して、１面吸音の吸音板を配置した場合
と３面吸音の吸音板を配置した場合の２種類の場合の騒音低減効果の差異について検討し
た。
【００２８】
　堀割道路の進行方向並行断面は図２４（ａ）のようになっており、ほぼ一定間隔を置い
て横梁８１が設置されている。そこで一本の横梁から隣の横梁までの１ピッチ分を取り出
した（ｂ）に示すようなモデルを考えると、１ピッチ分から外部に放射される騒音全体の
パワーはモデル上部の水平面を通過するパワーを積分することによって評価できる。この
考え方に基づいてこれまでと同じく公知の境界要素法による数値シミュレーションを行い
、各場合の騒音低減効果の差異について検討した。
　シミュレーション結果から得た数値（水平方向の間隔が０．５ｍで、１面吸音の吸音板
を配置した場合を基準＝０ｄＢとした、相対的な騒音低減効果）を表１に示す。
【００２９】
【表１】
【００３０】
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　表１から、３面吸音の場合の騒音低減効果は１面吸音の場合と比べて、吸音板の水平方
向間隔が０．５ｍの場合は＋３．１ｄＢ、１．０ｍの場合は＋０．６ｄＢであり、水平方
向間隔によって大きく変化する。なお、この水平方向間隔が０．５ｍの場合の＋３．１ｄ
Ｂという数値は、図２３（ｃ）で見られた＋３ｄＢ程度という数値とほぼ一致する。
　ここで得られたデータについて、縦軸を騒音低減効果、横軸を相対間隔（吸音板の水平
方向間隔と吸音板の幅の比）としてグラフ化したものが図２５であり、相対間隔が小さい
ほど騒音低減効果が大きく、３面吸音により少なくとも１ｄＢ以上の有意な騒音低減効果
を得るためには相対間隔を０．６以下にすればよいことが分かる。少なくとも標準的と考
えられる吸音板断面サイズ（厚さ： 80～ 200ｍｍ）、配置形態（上下段間隔： 50～ 200ｃｍ
）であれば、相対間隔について同様の結果が得られる。
【００３１】
【発明の効果】
　本発明によれば、両側が壁で上部に開口を有する道路又は鉄道において、開口部から上
方に放射される交通騒音を低減し、経済的であり、かつ自然の換気や採光を大きく阻害し
ない交通騒音の低減構造を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　交通騒音の低減構造の例を堀割道路の長手方向に垂直な断面で示すものである
。
【図２】　交通騒音の低減構造 である。
【図３】　交通騒音の低減構造 である。
【図４】　交通騒音の低減構造 である。
【図５】　交通騒音の低減構造 である。
【図６】　交通騒音の低減構造 である。
【図７】　交通騒音の低減構造 である。
【図８】　交通騒音の低減構造 である。
【図９】　交通騒音の低減構造 である。
【図１０】　交通騒音の低減構造 である。
【図１１】　交通騒音の低減構造 である。
【図１２】　交通騒音の低減構造 である。
【図１３】　本発明に係る吸音板の断面図である。
【図１４】　本発明に係る吸音板の断面図である。
【図１５】　吸音板による太陽光の反射を説明する図である。
【図１６】　本発明に係る吸音板の断面を模式的に示す図である。
【図１７】　本発明に係る吸音板の断面を模式的に示す図である。
【図１８】　その具体的構造を示す図である。
【図１９】　同じくその具体的構造を示す図である。
【図２０】　比較例の構造における音圧分布状態のシミュレーション結果を示す図である
。
【図２１】　比較例の構造における音圧分布状態のシミュレーション結果を示す図である
。
【図２２】　本発明の構造における音圧分布状態のシミュレーション結果を示す図である
。
【図２３】　吸音板を水平２段に配置した場合について、３面吸音の場合と１面吸音の場
合の騒音低減効果のシミュレーション結果を示す図である。
【図２４】　吸音板を水平２段に配置した場合について、３面吸音の場合と１面吸音の場
合の騒音低減効果を数値シミュレーションで評価する際の前提条件を説明する図である。
【図２５】　その数値シミュレーション結果を示す図である。
【図２６】　従来構造における音圧分布状態のシミュレーション結果を示す図である。
【図２７】　比較例の構造における音圧分布状態のシミュレーション結果を示す図である
。
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